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議 件 

   協議第１号  平成３１年度農地移動あっせん価格について 

    

議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請について 

 

   議案第２号  農地法第４条の規定による許可申請について 

           

   議案第３号  農用地利用集積計画の決定について 

 

議案第４号  現況証明願について 

 

   議案第５号  農地法第３条第２項第５項の規定による農業委員会が定

める下限面積について 

 

   議案第６号  農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の報 

告による要件確認について 

 

そ の 他       



鵜飼 局長 

 

 

佐藤 会長 

 

議   長 

 

鵜飼 局長 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

鵜飼 局長 

 

議   長 

 

 

 

上野 主査 

 

只今から、第２２回農業委員会総会を開催いたします。 

開催にあたり会長よりご挨拶を申し上げます。 

 

（あいさつ） 

 

委員の出欠状況について、事務局長より報告をさせます。 

 

 本日の出席委員は１０名で欠席の旨通知がありました委員は、２ 

番 山田俊彦委員です。以上で報告を終わります。 

 

只今、事務局より報告がありましたように、現在のところ１０名 

の出席でございますので、「農業委員会等に関する法律」第 27 条 

第 3 項、並びに「根室市農業委員会会議規則」第 6 条の規定に基 

づき、総会が成立していることをご報告いたします。 

 

これより第２２回総会を開会いたします。 

 

次に、議事録署名委員の指名ですが、議長より指名いたします。 

議事録署名委員に、３番 古川哲也委員、４番 吉田純一委員 

以上の委員を指名いたします。 

 

次に、議事参与の制限について申し上げます。 

「農業委員会等に関する法律」第 31 条並びに「根室市農業委員 

会会議規則」第 10 条の規定により該当する委員は、議案第１号に 

関連して○番○○○○委員です。 

 

次に、会務報告をいたします。事務局長より報告をさせます。 

 

（会務報告） 

 

それでは、議件の審議に入ります。 

「協議第１号 平成３１年度農地移動あっせん価格について」を上 

程いたします。事務局より説明いたします。 

 

協議第１号 

平成３１年度農地移動あっせん価格について 



 

 

議   長 

 

 

市橋 委員 

 

 

 

 

野村 委員 

 

 

議   長 

 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

議   長 

 

 

上野 主査 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度農地移動あっせん価格について協議いただきます。 

 

これより、協議第１号について協議に入ります。順次発言を許しま 

す。ご発言ありませんか 

 

昨年度、売買の価格を５０万円から６０万円に引き上げたが、金額 

としては、１０万円だが、率としては、２０％アップとなっている。 

段階的に引き上げることはいいと思うが、今年度については、見送 

ったほうがいのではと思う。 

 

 売買の価格を上げると、あっせんしても買い手がいなくることも懸 

念される。 

 

売買については、現状維持の６０万円という意見が多いように感じ 

るが、６０万円ということでよろしいか。また、賃貸借についても現 

状維持の５万円でよろしいか。 

 

「異議なし」 

 

お諮りいたします。以上をもって本案の協議を終結しますが、ご異 

議ありませんか。 

 

「異議なし」 

 

ご異議無いものと認め、本協議を終結いたします。 

  

次に、「議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について」 

を上程いたします。事務局より説明いたします。 

 

議案第１号 

農地法第３条の規定による許可申請について 

次の者から農地法第３条第１項の規定による許可申請書があったの 

で、承認を求めます。 

申請番号１、１、賃借権設定の当事者貸主、根室市○○○○番〇、

○○○○、借主、根室市○○○○番地○、○○○○○○○○○○○○。

2、土地の表示、所在、根室市○○、地番、○○番○の内、公簿地目、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

議   長 

畑、現況地目、畑、面積、69,434.67 ㎡、利用状況、牧草畑。3、使用

賃借による権利の事由、貸主、○○○○○○○○、借主、○○○○○

○○○。4、権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容、契約の

種類、使用貸借、使用貸借及び土地の引渡し時期、農地法第 3 条許可

日、価格、無償、使用貸借の期間、20 年間。5、借主の経営状況、○

○○○○○○○○○○○。6、土地の所在は次のページになります。 

 

続きまして、申請番号 2、1、賃借権設定の当事者、賃貸人、根室市

○○○○番地○○○○。賃借人、根室市○○○○番、○○○○。2、土

地の表示、所在、根室市○○○○、地番、○○番○の内、外 12 筆、公

簿地目、原野、牧場、現況地目、畑、面積、6,773 ㎡外、計 485,980

㎡。3、賃借権設定の事由、貸主○○○○○○○○○○○○。借主、○

○○○○○○○○○○○。4、権利を設定し、又は移転しようとする契

約の内容、契約の種類、賃借権、使用貸借及び土地の引渡し時期、農

地法第 3 条許可日。価格、○○○○○○○円、使用貸借の期間、5 年

間。5、借主の経営状況、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○6、土地の所在は次のページになります。 

 

これより、申請番号１の案件について質疑に入りますが議事参与 

の規定に基づき○番 ○○○○委員暫時退席願います。 

 

 （○○○○委員、暫時退席） 

 

順次発言を許します。ご発言ありませんか。 

 

「ありません」 

 

お諮りいたします。以上をもって本案の質疑を終結しますが、 

ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」 

 

ご異議ないものと認め、申請番号１の案件に関して採決いたします。本案 

本案は原案のとおり決することに賛成諸君の「挙手」をもとめます。 

 

全員挙手であります。 



議   長 

 

 

議   長 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

上野 主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○○○○委員着席願います。 

 

原案の通り可決されました。 

 

続いて、申請番号 2 の案件について質疑に入ります。順次発言を 

許します。 

 

「ありません」 

 

お諮りいたします。以上をもって本案の質疑を終結しますが、 

ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」 

 

ご異議ないものと認め、申請番号 2 の案件に関して採決いたします。本案 

本案は原案のとおり決することに賛成諸君の「挙手」をもとめます。 

 

全員挙手であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

次に、「議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について」 

を上程いたします。事務局より説明いたします。 

 

 議案第２号 

農地法第４条の規定による許可申請について 

 次の者から農地法第４条の規定による、農地等の転用の許可申請が 

あったので、承認を求めます。 

申請番号 1、1、申請者、根室市○○○○番地○、○○○○。2、土 

地の表示、所在、根室市○○○○、地番、○○番○、公簿地目、牧場、 

現況地目、畑、277,172 ㎡、農地等面積、241,165 ㎡、利用状況、牧 

草畑。3、転用しようとする事由○○○○○○○○○○○○○○○○。 

4、転用の目的に係る事業又は施設の概要、○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○、所要面積、1,935.05 ㎡、○ 

○○○○○○○。5、工事計画、農地法第４条の許可日から○○○○ 

○○。6、土地の所在は次のページになります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

田中 委員 

 

 

 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

議   長 

続きまして申請番号 2、1、申請者、根室市○○○○番地○○○○○、。2、

土地の表示、所在、根室市○○○○、地番、○○○○番○、公簿地目、 

牧場、現況地目、畑、全地面積 86,261 ㎡、農地等面積、13,206㎡、 

利用状況、牧草畑。3、転用しようとする事由、○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。4、転用の目的 

に係る事業又は施設の概要、土地利用計画、○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○、所要面積、1,041.18 ㎡、○○○○○○○○○○○ 

○○○○。5、土地の所在は次のページになります。 

この案件に関しましては、平成○○○○○○○○、承認された農 

地法４条の規定による許可申請に関わり、○○○○○○○○○○○許 

可した土地からはみ出ていたという案件であります。 

実際に許可できる案件でありますので、追認という方法で許可を受 

けたいという内容であります。 

 

田中照義委員、申請番号１について現地調査の結果について報告 

をお願いします。 

 

４月１６日に上野主査と現場を確認しました。 

議案にも記載されているとおり、本地については、バンカーサイロ 

を造るスペースが、この場所しか考えられない状況であり、関連する 

作業用通路についても同様であります。  

 

これより申請番号１の案件について質疑に入ります。順次発言を 

許します。ご発言ありませんか。 

 

「ありません」 

 

お諮りいたします。以上をもって本案の質疑を終結しますが、ご異 

議ありませんか。 

 

「異議なし」 

 

ご異議ないものと認め、申請番号 1 の案件に関して採決いたします。本案 

本案は原案のとおり決することに賛成諸君の「挙手」をもとめます。挙手 

 

全員挙手であります。 



議   長 

 

議   長 

 

 

田中 委員 

 

 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

議    長 

 

 

議    長 

 

 

 

上野 主査 

 

 

 

 

 

 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

田中照義委員、申請番号 2 について現地調査の結果について報告 

をお願いします。 

 

この案件に関しましては、どうしてこのようなことになったのか理 

解できませんが、実際計画していた場所から建物がはみ出ている現状 

でありました。追認せざるを得ない案件と、判断しました。 

 

続いて、申請番号 2 の案件について質疑に入ります。順次発言を 

許します。ご発言ありませんか。 

 

「ありません」 

 

お諮りいたします。以上をもって本案の質疑を終結しますが、ご異 

議ありませんか。 

 

「異議なし」 

 

ご異議ないものと認め、申請番号 2 の案件に関して採決いたします。本案 

本案は原案のとおり決することに賛成諸君の「挙手」をもとめます。全員 

 

全員挙手であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

次に、「議案第３号 農用地利用集積計画の決定について」を上程いたし

ます。事務局より 

説明いたします。 

 

議案第３号 

農用地利用集積計画の決定について 

農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により、次のとおり農用地 

利用集積計画の決定について承認をもとめます。 

整理番号 1、1、利用権設定の当事者、賃借人、根室市○○○○丁 

目○番地、○○○○。賃貸人、根室市○○○○丁目○○番地○○○○ 

○、○○○○。2、土地の表示、所在、根室市○○、地番、○○番○ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

の内、公簿地目、牧場、現況地目、畑、面積、48,789 ㎡、利用状況、牧草 

畑。3、利用権の種類、賃借権、継続の案件であります。4、賃貸借の 

期間、平成 31 年 4 月 28 日から令和６年 4 月 27 日まで。5、賃借 

料、○○○○○○円。6、支払方法、毎年 11 月末日持参末払い。7、 

賃借人の経営状況、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

8、土地の所在は次のページになります。 

 

続きまして、整理番号 2、1、利用権設定の当事者、賃借人、根室 

市○○○○○○○番地、○○○○。賃貸人、根室市○○○○番地、○ 

○○○。2、土地の表示、所在、根室市穂○○、地番、○○番の内外 

4 筆、公簿地目、牧場、現況地目、畑、面積 81,739 ㎡外計 211,244 

㎡、利用状況、牧草畑。3、利用権の種類、賃借権、継続の案件であり 

ます。4、賃貸借の期間、令和元年 5 月 1 日から令和 3 年 4 月 30 日 

まで。5、賃借料、○○○○○○円。6、支払方法、毎年 11 月末日口 

座振込。7、賃借人の経営状況、○○○○○○○○○○○○○○○○。 

8、土地の所在は次のページになります。 

 

続きまして、整理番号 3、1、利用権設定の当事者、賃借人、 根室 

市○○○○番地○、○○○○。賃貸人、根室市○○○○丁目○○番 

地○、○○○○。2、土地の表示、所在、根室市○○、地番、○○番○ 

○の内外 2 筆、公簿地目、牧場、現況地目、畑、面積 67,0759 ㎡外計 

90,398 ㎡。利用状況、牧草畑。3、利用権の種類、賃借権、継続の案 

件であります。4、賃貸借の期間、令和元年 5 月 10 日から令和 6 年 

5 月 9 日まで。5、賃借料、○○○○○○円。6、支払方法、毎年 11 

月末日口座振込。7、賃借人の経営状況、○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○。8、土地の所在は次のページになります。 

 

これより整理番号 1 の案件について質疑に入ります。順次発言を 

許します。ご発言ありませんか。 

 

「ありません」 

 

お諮りいたします。以上をもって本案の質疑を終結しますが、ご異 

議ありませんか。 

 

「異議なし」 



議   長 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

議   長 

ご異議ないものと認め、整理番号 1 の案件に関して採決いたします。本案 

本案は原案のとおり決することに賛成諸君の「挙手」をもとめます。 

 

全員挙手であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

続いて、整理番号 2 の案件について質疑に入ります。順次発言を 

許します。ご発言ありませんか。 

 

「ありません」 

 

お諮りいたします。以上をもって本案の質疑を終結しますが、ご異 

議ありませんか。 

 

「異議なし」 

 

ご異議ないものと認め、整理番号 2 の案件に関して採決いたします。本案 

本案は原案のとおり決することに賛成諸君の「挙手」をもとめます。 

 

全員挙手であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

続いて、整理番号 3 の案件について質疑に入ります。順次発言を 

許します。ご発言ありませんか。 

 

「ありません」 

 

お諮りいたします。以上をもって本案の質疑を終結しますが、 

ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」 

 

ご異議ないものと認め、整理番号 3 の案件に関して採決いたします。本案

本案は原案のとおり決することに賛成諸君の「挙手」をもとめます。 

 

全員挙手であります。 
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よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

次に、「議案第４号 現況証明願について」を上程いたします。 

事務局より説明いたします。（指名）上野主査。 

 

議案第４号 

現況証明願について 

次のとおり、現況証明願がありましたので承認をもとめます。 

 受付番号 1、願出人、○○○○○○○○○○○○○○○。2、所有 

者、根室市○○○○番○、○○○○。3、土地の表示、所在、根室市 

○○○○、地番、○○○番○外 2 筆、公簿地目、畑、牧場、現況地目、 

農地、採草放牧地以外、面積 8,610 ㎡外計 52,248 ㎡、利用状況、未利 

用地。4、調査員氏名、福田光宏委員、市橋久委員外事務局。5、申請の 

理由、地目変更登記申請のため。6、土地の所在は次のページになり 

ます。 

 

続きまして、受付番号 2、1、願出人、○○○○○○○○○○○○。 

2、所有者、根室市○○○○○番地 ○○○○。3、土地の表示、所在、 

根室市○○、地番、○○番○、公簿地目、牧場、現況地目、農地、採 

草放牧地以外、面積 2,970 ㎡、利用状況、未利用地。4、調査員氏名、 

福田光宏委員、市橋久委員外事務局。5、申請の理由、地目変更登記 

申請のため。6、土地の所在は次のページになります。 

 

続きまして、受付番号 3、1、願出人、根室市○○町○丁目○○番地、 

○○○○。2、所有者、根室市○○町○丁目○○○番地○○○○。3、 

土地の表示、所在、根室市○○町、地番、○丁目○○番、公簿地目、 

牧場、現況地目、農地、採草放牧地以外、面積 3,758 ㎡、利用状況、 

原野。4、調査員氏名、福田光宏委員、市橋久委員外事務局。5、申請の 

理由、地目変更登記申請のため。6、土地の所在は次のページになり 

ます。 

 

続きまして、受付番号 4、1、願出人、根室市○○町○丁目○○番 

地、○○○○。2、所有者、根室市○○○○丁目○○○番地○○○○。 

3、土地の表示、所在、根室市○○町、地番、○丁目○○番内外１筆、 

公簿地目、牧場、現況地目、農地、採草放牧地以外、面積 86,261 ㎡ 

の内 1,041 ㎡外計 5,236 ㎡、利用状況、牛舎、道路。4、調査員氏名、 
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議   長 

 

 

（委 員） 
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議   長 

 

市橋 委員 
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田中照義委員外事務局。5、申請の理由、地目変更登記申請のため。 

6、土地の所在は次のページになります。 

 

市橋委員、受付番号 1 に関して説明願います。 

 

４月１６日福田委員と浦﨑主任と現況調査を行いました。 

133 番 1 については、東梅の大雄寺の向い側の道路から入ってす 

ぐの場所でした。雑種地として確認しました。 

また、東梅 260 番 1 と東梅 260 番 3 についても、雑種地として確 

認いたしました。 

 

これより、受付番号 1 の案件について質疑に入ります。順次発言を 

許します。ご発言ありませんか。 

 

「ありません」 

 

お諮りいたします。以上をもって本案の質疑を終結しますが、 

ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」 

 

ご異議ないものと認め、受付番号 1 の案件に関して採決いたします。本案

本案は原案のとおり決することに賛成諸君の「挙手」をもとめます。 

 

全員挙手であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

続いて、市橋委員、受付番号 2 に関して説明願います。 

 

４月１６日福田委員と浦﨑主任と現況調査を行いました。 

先程受付番号１において説明した〇〇〇〇〇〇〇〇とほぼ隣接して 

いる土地でありまして、同様に雑種地として確認しました。 

 

これより受付番号 2 の案件について質疑に入ります。順次発言を 

許します。 
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議   長 

 

市橋 委員 
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議   長 
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ご発言ありませんか。 

 

「ありません」 

 

お諮りいたします。以上をもって本案の質疑を終結しますが、 

ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」 

 

ご異議ないものと認め、受付番号 2 の案件に関して採決いたします。本案 

本案は原案のとおり決することに賛成諸君の「挙手」をもとめます。挙手 

 

全員挙手であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

続いて、市橋委員、受付番号 3 に関して説明願います。 

 

 ４月１６日福田委員と浦﨑主任と現況調査を行いました。 

友常さんのパークゴルフ場の奥にあり、原野として確認しました。 

 

これより受付番号 3 の案件について質疑に入ります。順次発言 

を許します。ご発言ありませんか。 

 

「ありません」 

 

お諮りいたします。以上をもって本案の質疑を終結しますが、 

ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」 

 

ご異議ないものと認め、受付番号 3 の案件に関して採決いたします。本案

本案は原案のとおり決することに賛成諸君の「挙手」をもとめます。 

 

全員挙手であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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続いて、田中委員、受付番号 4 に関して説明願います。 

 

先程、議案第２号申請番号 2 において、承認されましたので、農地 

ではないと判断します。 

 

これより受付番号 4 の案件について質疑に入ります。順次発言を 

許します。ご発言ありませんか。 

 

「ありません」 

 

お諮りいたします。以上をもって本案の質疑を終結しますが、 

ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」 

 

ご異議ないものと認め、受付番号 4 の案件に関して採決いたします。本案

本案は原案のとおり決することに賛成諸君の「挙手」をもとめます。全員 

 

全員挙手であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

次に、「議案第５号 農地法第 3 条第 2 項第 5 号の規定による農業 

委員会が定める下限面積について」を上程いたします。 

事務局より説明いたします。 

 

議案第５号 

農地法第３条第２項第５号の規定による農業委員会が定める下限 

面積について 

農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の 

全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農 

林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積 

を下限の面積として設定できることとなりました。 

 農業委員会は、毎年、下限面積の設定又は修正の必要性について審 

議することとなっております。 

 このため、今年度の下限面積の設定について下記のとおりとする 

ことについて、承認を求めます。 
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 １、農地法施行規則第 17 条第 1 項の適用について、方針 下限面 

積の 2 ヘクタールの変更をしない。理由 2015 農業センサスにおい 

て、管内の農家で 2 ヘクタール未満の農地を耕作している農家、全農 

家数の 4 割を著しく上回るものではないため。 

 2、 農地法施行規則第 17 条第 2 項の適用について、方針 下限面 

積の 2 ヘクタールの変更をしない。理由 管内の農地又は採草放牧地 

の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて、新規就農を促進 

するために適当と認められるためであります。 

 

これより議案第５号の案件について質疑に入ります。順次発言を 

許します。ご発言ありませんか。 

 

「ありません」 

 

お諮りいたします。以上をもって本案の質疑を終結しますが、 

ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」 

 

ご異議ないものと認め、議案第５号の案件に関して採決いたします。本案

本案は原案のとおり決することに賛成諸君の「挙手」をもとめます。 

 

全員挙手であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

次に、「議案第６号 農地法第６条の規定に基づく農地所有適格法 

人の定期報告による要件確認について」を上程いたします。 

事務局より説明いたします。 

 

議案第６号 

農地法第６条の規定に基づく農地所有適格法人の定期報告による 

要件確認について 

次の者から農地法第６条の規定による農地所有適格法人報告書の 

提出があったので承認をもとめます。 

 また、２法人から報告のあった内容につきましては、農地所有適格 

法人の要件の全てを満たしていると考えます。 



議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

議   長 

 

 

 

（委 員） 

 

議   長 

これより、議案第６号について質疑に入ります。順次発言を許しま 

す。ご発言ありませんか。 

 

「ありません」 

 

お諮りいたします。以上をもって本案の質疑を終結しますが、 

ご異議ありませんか。 

 

「異議なし」 

 

ご異議ないものと認め、議案第６号に関して採決いたします。 

本案は原案のとおり決することに賛成諸君の「挙手」をもとめます。全員 

 

全員挙手であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

お諮りいたします。本総会に付託された議件は全て議了いたしまし 

た。よって、本日の総会を閉会いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」 

 

ご異議なしと認めます。よって本日の総会を閉会いたします。 

 平成 31 年 4 月 25 日 

                議     長       佐 藤 幸 男 

 

                議事録署名委員  ３番 古 川 哲 也 

 

                          議事録署名委員   ４番 吉 田 純 一 


